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 眞鍋・大関法律事務所 開設 

平成 28年  取手駅前法律事務所 開設 

少し前から股関節の左側に痛みがありま

す。左足を上下に動かす分には大丈夫なの

ですが、左右に動かしたときに痛みます。 

しばらく様子をみていたのですが、なか

なかよくなりません。 

原因として考えられるのは、子どもとプールに行ったとき

に、平泳ぎで足を開いた際に少し違和感があったような気が

したので、これかもしれません。 

ジョギングをする際には特に問題はないのですが、あぐら

をかく体勢もできず、日常生活に支障が出ていますので、そ

ろそろ病院に行こうと思います。 

股関節痛 

寄与分 

（以下「甲」という） 

契約書等では、「大関太朗（以下

「甲」という）というふうに人物

名に略称を使うことが多いです。 

もちろん、その都度、名前を記

載しても構わないのですが、略し

た方がすっきりします。 

ただ、契約書をチェックすると、

けっこうな頻度で当事者が入れ替

わっているので注意が必要です。

複数の契約書をつぎはぎしている

と思われるケースだと、途中から

当事者が全て入れ替わってしまっ

ていることもあります。 

相続で遺産分割の話し合いをする際、「父の生前、私が父の面倒をみていたのだから遺産を多め

にほしい」と主張するケースがあります。 

たしかに、被相続人の療養看護をしたり、労務を提供したりするなどして被相続人の財産の維

持や増加に貢献していれば、寄与分として法定相続分よりも多めにもらうことが可能です。 

ただし、身内が被相続人の面倒をみることはある程度想定されていることですので、他の相続

人よりも少し多めに面倒をみていたという程度では、裁判所に寄与分を認めてもらうのは難しい

と言われています。私が扱った案件でも相手方が寄与分を主張してくるケースがありますが、言

うほど世話をしてないということで、ほとんどの場合、法定相続分での決着となっています。 

どのような場合に寄与分として認められるのかの判断は難しいと思いますので、お気軽にご相

談いただければ幸いです。 


